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市民意見公募手続の実施事案について

所管課名

　★意見提出期間が３０日未満となった理由

実施結果の
公表予定日

令和７年９月２２日（月）

策定根拠と
なる法令等

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第6条、第7条、第8条

新型インフルエンザ等対策政府行動計画（政府行動計画 令和6年7月2日閣議決定）

愛媛県新型インフルエンザ等対策行動計画（県行動計画 令和7年3月28日）

政策等の案の
関係資料

健康医療部 保健予防課

実施事案名 松山市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）

政策等を策定
する趣旨、
目的及び背景

　松山市新型インフルエンザ等対策行動計画（市行動計画）は、新型インフルエンザ等対策
特別措置法（特措法）に基づき、国が策定する新型インフルエンザ等対策政府行動計画（政
府行動計画）及び県が策定する愛媛県新型インフルエンザ等対策行動計画（県行動計画）を
踏まえて策定するものです。
　2014年（平成26年）11月に策定の市行動計画は、新型インフルエンザ等による感染症危機
が発生した場合に、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最
小となるよう、平時の準備や感染症発生時の対策の内容を示すものでした。
　2022年（令和4年）の感染症法改正により、平時から有事に備えた検査体制や医療提供体
制等の構築の準備が推進されたことや、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応の
経験を踏まえ、2024年（令和6年）7月に政府行動計画が抜本的に改定されました。
　今般、2025年（令和7年）3月に県行動計画が改定されたことを受け、市行動計画を改定
し、今後、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外も含めた幅広い感染症に
よる危機に対応できるよう、平時の備えに万全を期すとともに、有事には、感染症の特徴や
科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に必要な対策を実施します。


